
（
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の

提
出
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

同

上

第
二
章

国
外
送
金
等
に
係
る
告
知
書
及
び
調
書
の
提
出
等
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
二
章

同

上

第
二
章
の
二

国
外
証
券
移
管
等
に
係
る
告
知
書
及
び
調
書
の
提
出
等
（
第
四
条
の

第
二
章
の
二

国
外
証
券
移
管
等
に
係
る
告
知
書
及
び
調
書
の
提
出
等
（
第
四
条
の

二
・
第
四
条
の
三
）

二
・
第
四
条
の
三
）

第
二
章
の
三

国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
に
係
る
告
知
書
及
び
調
書
の
提
出
等
（

第
四
条
の
四
・
第
四
条
の
五
）

第
三
章

国
外
財
産
に
係
る
調
書
の
提
出
等
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
三
章

同

上

第
三
章
の
二

財
産
債
務
に
係
る
調
書
の
提
出
等
（
第
六
条
の
二
・
第
六
条
の
三
）

第
三
章
の
二

同

上

第
四
章

雑
則
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
四
章

同

上

第
五
章

罰
則
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

第
五
章

同

上

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
二
条

同

上

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

省

略

一
～
五

同

上

六

本
人
口
座

金
融
機
関
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
国
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。

六

本
人
口
座

金
融
機
関
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
国
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
本
人
の
名
義
で
開
設
さ
れ
、
又
は
設
定
さ
れ

以
下
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
本
人
の
名
義
で
開
設
さ
れ
、
又
は
設
定
さ
れ

て
い
る
預
金
若
し
く
は
貯
金
の
口
座
又
は
勘
定
で
、
当
該
金
融
機
関
の
営
業
所
等

て
い
る
預
金
若
し
く
は
貯
金
の
口
座
又
は
勘
定
で
、
当
該
金
融
機
関
の
営
業
所
等

の
長
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
本
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
（

の
長
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
本
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
（

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
。
以
下
こ

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
。
以
下
こ

の
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手

の
号
及
び
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は

同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
又
は



、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
。
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

名
称
及
び
住
所
。
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
確
認
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

確
認
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

七
～
十
三

省

略

七
～
十
三

同

上

十
四

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者

（
国
外
に
お
い
て
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
同
種
類
の
業
務
を
行
う
者

及
び
同
法
第
六
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者

と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。

十
五

電
子
決
済
手
段

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電

子
決
済
手
段
を
い
う
。

十
六

国
内
電
子
決
済
手
段
勘
定

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
等
に
設

定
さ
れ
る
電
子
決
済
手
段
の
管
理
に
係
る
勘
定
を
い
う
。

十
七

国
外
電
子
決
済
手
段
勘
定

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
、
事
務

所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
国
外
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
設
定
さ
れ

る
国
内
電
子
決
済
手
段
勘
定
に
類
す
る
勘
定
を
い
う
。

十
八

国
外
電
子
決
済
手
段
移
転

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
顧
客
の
依
頼
に

基
づ
い
て
行
う
国
内
電
子
決
済
手
段
勘
定
か
ら
国
外
電
子
決
済
手
段
勘
定
へ
の
電

子
決
済
手
段
の
移
転
を
い
う
。

十
九

国
外
電
子
決
済
手
段
受
入
れ

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
顧
客
の
依
頼

に
基
づ
い
て
行
う
国
外
電
子
決
済
手
段
勘
定
か
ら
国
内
電
子
決
済
手
段
勘
定
へ
の

電
子
決
済
手
段
の
受
入
れ
を
い
う
。

二
十

本
人
電
子
決
済
手
段
勘
定

本
人
の
名
義
で
設
定
さ
れ
て
い
る
国
内
電
子
決

済
手
段
勘
定
で
、
そ
の
国
内
電
子
決
済
手
段
勘
定
を
設
定
さ
れ
て
い
る
電
子
決
済

手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
等
の
長
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
本

人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
確
認
し
て
い
る
も

の
を
い
う
。

二
十
一

省

略

十
四

同

上

二
十
二

省

略

十
五

同

上

二
十
三

省

略

十
六

同

上

二
十
四

省

略

十
七

同

上

二
十
五

省

略

十
八

同

上

（
国
外
送
金
等
を
す
る
者
の
告
知
書
の
提
出
等
）

（
国
外
送
金
等
を
す
る
者
の
告
知
書
の
提
出
等
）



第
三
条

国
外
送
金
又
は
国
外
か
ら
の
送
金
等
の
受
領
を
す
る
者
（
法
人
税
法
（
昭
和

第
三
条

国
外
送
金
又
は
国
外
か
ら
の
送
金
等
の
受
領
を
す
る
者
（
法
人
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
人
、
銀
行
、
金
融
商
品
取
引
業

四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
人
、
銀
行
、
金
融
商
品
取
引
業

者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
公
共
法
人
等
」
と
い

者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
公
共
法
人
等
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
国
外
送
金
又
は
国
外
か
ら
の
送
金
等
の
受
領
（
以
下

う
。
）
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
国
外
送
金
又
は
国
外
か
ら
の
送
金
等
の
受
領
（
以
下

「
国
外
送
金
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
特
定
送
金
又
は
特
定
受
領
に
該
当
す
る

「
国
外
送
金
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
特
定
送
金
又
は
特
定
受
領
に
該
当
す
る

場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

を
記
載
し
た
告
知
書
を
、
そ
の
国
外
送
金
等
を
す
る
際
、
そ
の
国
外
送
金
等
に
係
る

を
記
載
し
た
告
知
書
を
、
そ
の
国
外
送
金
等
を
す
る
際
、
そ
の
国
外
送
金
等
に
係
る

為
替
取
引
又
は
買
取
り
（
前
条
第
五
号
に
規
定
す
る
買
取
り
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

為
替
取
引
又
は
買
取
り
（
前
条
第
五
号
に
規
定
す
る
買
取
り
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国

外
送
金
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
長
に
対
し
（
当
該
国
外

外
送
金
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
長
に
対
し
（
当
該
国
外

送
金
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
買
取
り
が
当
該
国
外
送
金
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営

送
金
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
買
取
り
が
当
該
国
外
送
金
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営

業
所
等
以
外
の
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
に
よ
る
取
次
ぎ
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

業
所
等
以
外
の
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
に
よ
る
取
次
ぎ
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

る
行
為
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
行
為
を
す
る
金
融
機
関
の
営
業
所

る
行
為
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
行
為
を
す
る
金
融
機
関
の
営
業
所

等
の
長
（
以
下
「
取
次
ぎ
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
」
と
い
う
。
）
を

等
の
長
（
以
下
「
取
次
ぎ
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
」
と
い
う
。
）
を

経
由
し
て
、
当
該
国
外
送
金
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
に
対
し
）
提
出

経
由
し
て
、
当
該
国
外
送
金
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
に
対
し
）
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る
者
は

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る
者
は

、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
（
取
次
ぎ
等
に
係
る
金

、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
（
取
次
ぎ
等
に
係
る
金

融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
を
経
由
し
て
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る
場
合
に
は
、
当

融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
を
経
由
し
て
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る
場
合
に
は
、
当

該
取
次
ぎ
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

該
取
次
ぎ
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

）
に
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
署
名
用
電
子
証
明
書
等
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共

る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
署
名
用
電
子
証
明
書
等
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録

十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
六
条
第
七
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
六
条
第
七
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

で
あ
っ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
四
条
の
二
第
一
項

）
で
あ
っ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
の
二
第

及
び
第
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
告
知
書

と
し
、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
受
け
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
は
、
当
該
告
知

の
提
出
を
受
け
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
は
、
当
該
告
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ

る
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
財
務
省
令

っ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
。
以
下
第
四
条
の
五
第
一
項
ま
で
に
お
い
て
同

で
定
め
る
場
所
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
条
の
三
第
一
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

じ
。
）
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
そ
の
他

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
。
以
下
こ
の
項

政
令
で
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
。
以
下
こ
の
項
及
び
第



、
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
書
類

四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
書
類
又
は
署
名
用
電
子
証
明
書
等
に

又
は
署
名
用
電
子
証
明
書
等
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

（
国
外
送
金
等
調
書
の
提
出
）

（
国
外
送
金
等
調
書
の
提
出
）

第
四
条

省

略

第
四
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

国
外
送
金
等
調
書
を
提
出
す
べ
き
金
融
機
関
（
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除

３

国
外
送
金
等
調
書
を
提
出
す
べ
き
金
融
機
関
（
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
は
、
そ
の
者
が
提
出
す
べ
き
国
外
送
金
等
調
書
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
光

く
。
）
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
の
承
認

デ
ィ
ス
ク
等
の
提
出
を
も
っ
て
当
該
国
外
送
金
等
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で

を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
国
外
送
金
等
調
書
の
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前

き
る
。

の
各
年
の
い
ず
れ
か
の
年
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
提
出

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
提
出
す
べ
き
国
外
送
金
等
調
書
の
記
載
事
項
を
記
録
し

た
光
デ
ィ
ス
ク
等
の
提
出
を
も
っ
て
当
該
国
外
送
金
等
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

国
外
送
金
等
調
書
を
提
出
す
べ
き
金
融
機
関
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

４

国
外
送
金
等
調
書
を
提
出
す
べ
き
金
融
機
関
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

所
轄
の
税
務
署
長
（
第
一
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た

第
一
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
金
融
機
関
は
、

場
合
に
は
、
当
該
金
融
機
関
は
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項

同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
国
外
送
金
等
調
書
の
記
載

の
方
法
に
よ
り
、
当
該
国
外
送
金
等
調
書
の
記
載
事
項
を
財
務
省
令
で
定
め
る
税
務

事
項
を
財
務
省
令
で
定
め
る
税
務
署
長
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

署
長
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
・
６

省

略

５
・
６

同

上

第
二
章
の
三

国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
に
係
る
告
知
書
及
び
調
書
の
提
出

等

（
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
を
す
る
者
の
告
知
書
の
提
出
等
）

第
四
条
の
四

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
等
の
長
に
そ
の
有
す
る
電
子
決

済
手
段
の
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
又
は
国
外
電
子
決
済
手
段
受
入
れ
の
依
頼
を
す

る
者
（
法
人
税
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
人
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条

第
一
項
に
お
い
て
「
別
表
法
人
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
国
外
電
子

決
済
手
段
移
転
又
は
国
外
電
子
決
済
手
段
受
入
れ
（
以
下
「
国
外
電
子
決
済
手
段
移

転
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
特
定
移
転
又
は
特
定
受
入
れ
に
該
当
す
る
場
合
を

除
き
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
そ
の
他
の



財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
告
知
書
を
、
そ
の
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転

等
の
依
頼
を
す
る
際
、
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
等
の
長
に
対
し

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る

者
は
、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
等
の
長

に
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
署
名
用
電
子

証
明
書
等
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
告
知
書
の
提
出
を
受
け

る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
等
の
長
は
、
当
該
告
知
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
当
該
書
類
又
は
署
名

用
電
子
証
明
書
等
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
特
定
移
転
と
は
第
一
号
に
掲
げ
る
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
を

い
い
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
受
入
れ
と
は
第
二
号
に
掲
げ
る
国
外
電
子
決
済
手
段

受
入
れ
を
い
う
。

一

そ
の
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
を
依
頼
す
る
者
の
本
人
電
子
決
済
手
段
勘
定
で

管
理
が
さ
れ
て
い
る
電
子
決
済
手
段
に
つ
い
て
さ
れ
る
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転

二

そ
の
国
外
電
子
決
済
手
段
受
入
れ
を
依
頼
す
る
者
の
本
人
電
子
決
済
手
段
勘
定

で
管
理
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
電
子
決
済
手
段
に
つ
い
て
さ
れ
る
国
外
電
子
決
済

手
段
受
入
れ

３

第
一
項
の
告
知
書
の
提
出
の
特
例
そ
の
他
同
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
調
書
の
提
出
）

第
四
条
の
五

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
は
、
そ
の
顧
客
（
別
表
法
人
等
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等

（
そ
の
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
を
し
た
電
子
決
済
手
段
の
価
額
が
政
令
で
定
め

る
金
額
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転

等
ご
と
に
、
そ
の
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
、

そ
の
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
を
し
た
電
子
決
済
手
段
の
種
類
そ
の
他
の
財
務
省

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
調
書
（
以
下
「
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
調
書
」

と
い
う
。
）
を
、
そ
の
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

末
日
ま
で
に
、
当
該
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
を
行
っ
た
電
子
決
済
手
段
等
取
引

業
者
の
営
業
所
等
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
四
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
調
書

を
提
出
す
べ
き
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。

（
当
該
職
員
の
質
問
検
査
権
等
）

（
当
該
職
員
の
質
問
検
査
権
等
）

第
七
条

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
国
外
送
金
等
調
書
、
国
外

第
七
条

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
国
外
送
金
等
調
書
又
は
国

証
券
移
管
等
調
書
又
は
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
調
書
の
提
出
に
関
す
る
調
査
に

外
証
券
移
管
等
調
書
の
提
出
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
国
外
送
金
等
調
書
、
国
外
証
券
移
管
等
調
書
若

国
外
送
金
等
調
書
若
し
く
は
国
外
証
券
移
管
等
調
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
（

し
く
は
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
調
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
（
当
該
国
外

当
該
国
外
送
金
等
調
書
に
係
る
取
次
ぎ
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
を
含

送
金
等
調
書
に
係
る
取
次
ぎ
等
に
係
る
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長
を
含
む
。
）
に

む
。
）
に
質
問
し
、
そ
の
者
の
国
外
送
金
等
に
係
る
為
替
取
引
若
し
く
は
国
外
証
券

質
問
し
、
そ
の
者
の
国
外
送
金
等
に
係
る
為
替
取
引
、
国
外
証
券
移
管
等
若
し
く
は

移
管
等
に
関
す
る
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成

国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
に
関
す
る
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て

又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第

電
磁
的
記
録
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を

九
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
当
該
物
件
（
そ

含
む
。
次
項
及
び
第
九
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、

の
写
し
を
含
む
。
）
の
提
示
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
当
該
物
件
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
の
提
示
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

省

略

２

同

上

３

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
国
外
送
金
等
調
書
、
国
外
証
券

３

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
国
外
送
金
等
調
書
、
国
外
証
券

移
管
等
調
書
、
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
調
書
、
国
外
財
産
調
書
又
は
財
産
債
務

移
管
等
調
書
、
国
外
財
産
調
書
又
は
財
産
債
務
調
書
の
提
出
に
関
す
る
調
査
に
つ
い

調
書
の
提
出
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
調
査
に
お
い
て

て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
調
査
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
物
件
を
留
め
置
く
こ
と

提
出
さ
れ
た
物
件
を
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

４
～
６

省

略

４
～
６

同

上

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

第
九
条

同

上

し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
告
知
書
を
国
外
送
金
等
の
際
に
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長

一

第
三
条
第
一
項
の
告
知
書
を
国
外
送
金
等
の
際
に
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
長

に
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
金
融
機
関
の
営
業

に
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
金
融
機
関
の
営
業

所
等
の
長
に
提
出
し
た
と
き
、
第
四
条
の
二
第
一
項
の
告
知
書
を
国
外
証
券
移
管

所
等
の
長
に
提
出
し
た
と
き
又
は
第
四
条
の
二
第
一
項
の
告
知
書
を
国
外
証
券
移

等
の
依
頼
の
際
に
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
せ
ず
、
若
し

管
等
の
依
頼
の
際
に
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
せ
ず
、
若

く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
等
の

し
く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
等

長
に
提
出
し
た
と
き
、
又
は
第
四
条
の
四
第
一
項
の
告
知
書
を
国
外
電
子
決
済
手

の
長
に
提
出
し
た
と
き
。

段
移
転
等
の
依
頼
の
際
に
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出

せ
ず
、
若
し
く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業



者
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
し
た
と
き
。

二

国
外
送
金
等
調
書
、
国
外
証
券
移
管
等
調
書
若
し
く
は
国
外
電
子
決
済
手
段
移

二

国
外
送
金
等
調
書
若
し
く
は
国
外
証
券
移
管
等
調
書
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に

転
等
調
書
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
税
務
署
長
に
提
出
せ
ず
、
又
は
国
外
送
金
等

税
務
署
長
に
提
出
せ
ず
、
又
は
国
外
送
金
等
調
書
若
し
く
は
国
外
証
券
移
管
等
調

調
書
、
国
外
証
券
移
管
等
調
書
若
し
く
は
国
外
電
子
決
済
手
段
移
転
等
調
書
に
偽

書
に
偽
り
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
。

り
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
。

三
・
四

省

略

三
・
四

同

上

第
十
条

国
外
財
産
調
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
そ

第
十
条

国
外
財
産
調
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
者
は
、
一
年

の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

る
。

２

正
当
な
理
由
が
な
く
て
国
外
財
産
調
書
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
税
務
署
長
に
提

２

正
当
な
理
由
が
な
く
て
国
外
財
産
調
書
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
税
務
署
長
に
提

出
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五

出
し
な
か
っ
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
免
除
す
る
こ

た
だ
し
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。


